
提出

議決令和　　年 　  月  　 日

令和  ７年 １１月 ２８日

令和７年度

〔 第 ２ 号 〕

四万十市病院事業会計補正予算書



第１条　令和７年度四万十市病院事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおりと定める。
（単位：千円）

市民病院院内清掃業務に要する経費

夜間警備及び病院管理業務に要する経費

駐車場管理業務に要する経費

令和７年１１月２８日　提出

令和７年度　四万十市病院事業会計補正予算（第２号）

令和７年度から令和10年度まで

令和７年度から令和10年度まで

令和７年度から令和10年度まで

55,800 

56,513 

9,200 

限　度　額期　　　間事　　　項

（総　則）

四万十市長　山　下　元一郎

第２条　令和７年度四万十市病院事業会計予算第５条から第９条までを１条ずつ繰り下げ、第４条の次に次の１条を加える。

（債務負担行為）
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